
「未成年者⼝座および課税未成年者⼝座開設に関する規定」新旧対照表

第６条（譲渡の⽅法）
⾮課税管理勘定または継続管理勘定において振替⼝座簿へ
の記載または記録がされている投資信託の譲渡は、当⾏に対
して譲渡する⽅法、法第37条の11第４項第１号に規定する
事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る⾦銭お
よび⾦銭以外の資産の交付が当⾏の営業所を経由して⾏わ
れる⽅法により⾏うこととします。

第６条（譲渡の⽅法）
⾮課税管理勘定または継続管理勘定において振替⼝座簿へ
の記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、当⾏に
対して譲渡する⽅法、上場株式等を発⾏した法⼈に対して会
社法第192条第１項の規定に基づいて⾏う同項に規定する
単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当⾏の
営業所を経由して⾏う⽅法（当該譲渡に係る⾦銭および⾦
銭以外の資産の交付が当⾏の営業所を経由して⾏われるも
のに限ります。）または租税特別措置法第37 条の10第３
項第４号または同法第37条の11第４項第１号もしくは第
２号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該
譲渡に係る⾦銭および⾦銭以外の資産の交付が当⾏の営業
所を経由して⾏われる⽅法により⾏うこととします。

改正後
第５条（未成年者⼝座に受け⼊れる上場株式等の範囲）
当⾏は、お客さまの未成年者⼝座に設けられた⾮課税管理
勘定には、次に掲げる上場株式等のみを受け⼊れます。
① 次に掲げる上場株式等で、⾮課税管理勘定が設けられた
⽇から同⽇の属する年の12⽉31⽇までの間（以下「受⼊期
間」といいます。）に受け⼊れた上場株式等の取得対価の額
（購⼊した上場株式等についてはその購⼊の代価の額をい
い、ロの移管により受け⼊れた上場株式等についてはその移管
に係る払出し時の⾦額をいいます。）の合計額が80万円
（②により受け⼊れた上場株式等があるときは、当該上場株
式等の移管に係る払出し時の⾦額を控除した⾦額）を超え
ないもの
イ 受⼊期間内に当⾏が⾏う上場株式等の募集（⾦融商品
取引法第２条第３項に規定する有価証券の募集に該当す
るものに限ります。）の取扱いにより取得をした当⾏が取り扱う
国内⾮上場公募株式投資信託受益権（以下「投資信託」
といいます。）で、その取得後直ちに当該未成年者⼝座に受
け⼊れられるもの
ロ ⾮課税管理勘定を設けた未成年者⼝座に係る他の年分
の⾮課税管理勘定から移管がされる投資信託で、お客さまが
当⾏に対し、施⾏規則第18条の15の10第３項第１号に規
定する「未成年者⼝座内上場株式等移管依頼書」の提出を
して移管がされる上場株式等（②に掲げるものを除きます。）
② 施⾏令第25条の13の８第４項により読み替えて準⽤す
る同条第３項の規定に基づき、他の年分の⾮課税管理勘定
から、当該他の年分の⾮課税管理勘定が設けられた⽇の属す
る年の１⽉１⽇から５年を経過する⽇（以下「５年経過⽇」
といいます。）の翌⽇に設けられる⾮課税管理勘定に移管が
される投資信託（この場合、５年経過⽇の属する年の当⾏
が別に定める⽇までに「未成年者⼝座内上場株式等移管依
頼書」を提出してください。）
③ 施⾏令第25条の13の８第20項の規定により読み替え
て準⽤する同令第25条の13第12項各号に規定する投資信
託

第５条（未成年者⼝座に受け⼊れる上場株式等の範囲）
当⾏は、お客さまの未成年者⼝座に設けられた⾮課税管理
勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法
第29条の２第１項本⽂の規定の適⽤を受けて取得した同
項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きま
す。)のみを受け⼊れます。
① 次に掲げる上場株式等で、⾮課税管理勘定が設けられた
⽇から同⽇の属する年の12 ⽉31 ⽇までの間（以下、「受⼊
期間」といいます。）に受け⼊れた上場株式等の取得対価の
額（購⼊した上場株式等についてはその購⼊の代価の額をい
い、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込ん
だ⾦額をいい、ロの移管により受け⼊れた上場株式等について
はその移管に係る払出し時の⾦額をいいます。）の合計額が
80 万円（②により受け⼊れた上場株式等があるときは、当
該上場株式等の移管に係る払出し時の⾦額を控除した⾦
額）を超えないもの
イ 受⼊期間内に当⾏への買付けの委託（当該買付けの委
託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます｡）により取得をした
上場株式等、当⾏から取得をした上場株式等または当⾏が
⾏う上場株式等の募集（⾦融商品取引法第２条第３項に
規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。）により
取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者
⼝座に受け⼊れられるもの
ロ ⾮課税管理勘定を設けた未成年者⼝座に係る他の年分
の⾮課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さま
が当⾏に対し、租税特別措置法施⾏規則第18 条の15 の
10 第３項第１号に規定する「未成年者⼝座内上場株式等
移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等（②に
掲げるものを除きます。）
② 租税特別措置法施⾏令第25条の13の８第４項により
読み替えて準⽤する同条第３項の規定に基づき、他の年分
の⾮課税管理勘定から、当該他の年分の⾮課税管理勘定が
設けられた⽇の属する年の１⽉１⽇から５年を経過する⽇
（以下「５年経過⽇」といいます。）の翌⽇に設けられる⾮課
税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施⾏令第25 条の13 の８第20 項の
規定により読み替えて準⽤する同令第25 条の13 第12 項
各号に規定する上場株式等

現⾏

1



改正後 現⾏
第８条（⾮課税管理勘定および継続管理勘定の管理）
⾮課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がさ
れる投資信託は、基準年の前年12⽉31⽇までは、次に定め
る取扱いとなります。
① 災害等による返還等を除き、当該投資信託の当該未成
年者⼝座から他の保管⼝座で当該未成年者⼝座と同時に
設けられた課税未成年者⼝座以外のものへの移管または当
該投資信託のお客さまへの返還を⾏わないこと
② 当該投資信託の第６条に規定する⽅法以外の⽅法によ
る譲渡（法第37条の11の２第２項に規定する譲渡をいいま
す。以下この規定のこの号および第17条第２号において同
じ。）で、法第37条の11第４項第１号に規定する投資信
託の終了（同号に規定する信託の併合に係るものに限りま
す。）による譲渡以外のもの（当該譲渡の対価に係る⾦銭そ
の他の資産の交付が、当⾏の営業所を経由して⾏われないも
のに限ります。）または贈与をしないこと

第８条（⾮課税管理勘定および継続管理勘定の管理）
⾮課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がさ
れる上場株式等は、基準年の前年12 ⽉31 ⽇までは、次に
定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および当該未成年者⼝座に設けられ
た⾮課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等
の⾦融商品取引法第２条第16 項に規定する⾦融商品取
引所への上場が廃⽌されたことその他これに類するものとして租
税特別措置法施⾏規則第18 条の15 の10 第８項に定め
る事由（以下、「上場等廃⽌事由」といいます。）による未成
年者⼝座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上
場株式等の当該未成年者⼝座から他の保管⼝座で当該未
成年者⼝座と同時に設けられた課税未成年者⼝座以外のも
のへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さま
への返還を⾏わないこと
② 当該上場株式等の第６条に規定する⽅法以外の⽅法に
よる譲渡（租税特別措置法第37 条の11 の２第２項に規
定する譲渡をいいます。以下この規定のこの号および第16 条
第２号において同じ。）で次に掲げる譲渡以外のもの（当該
譲渡の対価に係る⾦銭その他の資産の交付が、当⾏の営業
所を経由して⾏われないものに限ります。）または贈与をしな
いこと
イ 租税特別措置法第37 条の10 第３項第１号から第３
号まで、第６号または第７号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37 条の11 第４項第１号に規定する
投資信託の終了（同号に規定する信託の併合に係るものに
限ります。）による譲渡
ハ 租税特別措置法第37 条の12 の２第２項第５号または
第８号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施⾏令第25 条の８第４項第１号に掲
げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57 条の４第３項第１号に規定する取得請
求権付株式、同項第２号に規定する取得条項付株式、同
項第３号に規定する全部取得条項付種類株式または同項
第６号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株
予約権付社債であるものに係る請求権の⾏使、取得事由の
発⽣または取得決議（これらの号に定める請求権の⾏使、取
得事由の発⽣または取得決議を除きます。）による譲渡

第11条（継続管理勘定等への移管）
⾮課税管理勘定が設けられている未成年者⼝座において、当
該⾮課税管理勘定に係る５年経過⽇の翌⽇に当該未成年
者⼝座に継続管理勘定が設けられる場合には、同⽇に当該
⾮課税管理勘定に係る未成年者⼝座内上場株式等を当該
⾮課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
２ 前項の場合において、お客さまが、施⾏令第25条の13の
８第12項第３号に規定する書⾯を５年経過⽇の属する年
の当⾏が別に定める⽇までに提出した場合には、継続管理勘
定への移管は⾏わず、特定⼝座または⼀般⼝座に移管いたし
ます。

（追加）
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改正後 現⾏

第17条（課税管理勘定の⾦銭等の管理）
② 当該上場株式等の第15条に規定する⽅法以外の⽅法
による譲渡で、法第37条の11第４項第１号に規定する投
資信託の終了（同号に規定する信託の併合に係るものに限
ります。）による譲渡以外のもの（当該譲渡の対価に係る⾦
銭その他の資産の交付が、当⾏の営業所を経由して⾏われな
いものに限ります。）または贈与をしないこと

第16条（課税管理勘定の⾦銭等の管理）
② 当該上場株式等の第14 条に規定する⽅法以外の⽅法
による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの（当該譲渡の対価に
係る⾦銭その他の資産の交付が、当⾏の営業所を経由して⾏
われないものに限ります。）または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37 条の10 第３項第１号から第３
号まで、第６号または第７号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37 条の11 第４項第１号に規定する
投資信託の終了（同号に規定する信託の併合に係るものに
限ります。）による譲渡
ハ 租税特別措置法第37 条の12 の２第２項第５号または
第８号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施⾏令第25 条の８第４項第１号に掲
げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57 条の４第３項第１号に規定する取得請
求権付株式、同項第２号に規定する取得条項付株式、同
項第３号に規定する全部取得条項付種類株式または同項
第６号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株
予約権付社債であるものに係る請求権の⾏使、取得事由の
発⽣または取得決議（これらの号に定める請求権の⾏使、取
得事由の発⽣または取得決議を除きます。）による譲渡

第22条（代理⼈による取引の届出）
５ お客さまの法定代理⼈以外の代理⼈が未成年者⼝座お
よび課税未成年者⼝座において取引を⾏っている場合におい
て、お客さまが18歳に達した後も当該代理⼈が未成年者⼝
座および課税未成年者⼝座における取引を継続しようとする
場合には、あらかじめ当⾏に対して、その旨の届出を⾏っていた
だく必要があります。

（追加）

第15条（譲渡の⽅法）
課税管理勘定において振替⼝座簿への記載または記録がさ
れている上場株式等の譲渡は、当⾏に対して譲渡する⽅法、
法第37条の11第４項第１号に規定する事由による上場株
式等の譲渡について、当該譲渡に係る⾦銭および⾦銭以外の
資産の交付が当⾏の営業所を経由して⾏われる⽅法により⾏
うこととします。

第14条（譲渡の⽅法）
課税管理勘定において振替⼝座簿への記載または記録がさ
れている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37 条の
11 の３第３項第２号の規定にかかわらず、当⾏に対して譲
渡する⽅法、上場株式等を発⾏した法⼈に対して会社法第
192条第１項の規定に基づいて⾏う同項に規定する単元未
満株式の譲渡について同項に規定する請求を当⾏の営業所
を経由して⾏う⽅法（当該譲渡に係る⾦銭および⾦銭以外
の資産の交付が当⾏の営業所を経由して⾏われるものに限り
ます。）または租税特別措置法第37条の10第３項第４号
または同法第37条の11第４項第１号もしくは第２号に規定
する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る
⾦銭および⾦銭以外の資産の交付が当⾏の営業所を経由し
て⾏われる⽅法により⾏うこととします。
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第31条（規定の変更）
この規定は、法令の変更または監督官庁の指⽰、その他必要
が⽣じたときに、⺠法第548条の４の規定に基づき改定される
ことがあります。改定を⾏う旨および改定後の規定の内容並び
にその効⼒発⽣時期は、効⼒発⽣時期が到来するまでに店
頭表⽰、インターネットまたはその他相当の⽅法により周知しま
す。

第30条（規定の変更）
この規定の各条項その他の条件は、⾦融情勢その他の状況の
変化その他相当な事由があると認められる場合には、変更す
る旨、変更後の内容および効⼒発⽣時期を予め当⾏ホーム
ページによる公表その他相当の⽅法で公表することにより、変
更できるものとします。

改正後 現⾏
第27条（⾮課税⼝座のみなし開設）
2024年以後の各年（その年１⽉１⽇においてお客さまが18
歳である年に限ります。）の１⽉１⽇においてお客さまが当⾏
に未成年者⼝座を開設している場合（出国等により、居住者
または恒久的施設を有する⾮居住者のいずれにも該当しない
こととなっている場合を除きます。）には、当該未成年者⼝座
が開設されている当⾏の営業所において、同⽇に法第37条の
14第５項第１号に規定する⾮課税⼝座が開設されます。
２ 前項の場合には、お客さまがその年１⽉１⽇において18
歳である年の同⽇において、当⾏に対して⾮課税⼝座開設届
出書（法第37条の14第５項第１号に規定する⾮課税⼝
座開設届出書をいいます。）が提出されたものとみなし、かつ、
同⽇において当⾏とお客さまとの間で特定⾮課税累積投資契
約（同項第６号に規定する特定⾮課税累積投資契約をい
います。）が締結されたものとみなします。

第26条（⾮課税⼝座のみなし開設）
2017年から2028年までの各年（その年１⽉１⽇において
お客さまが18 歳である年に限ります。）の１⽉１⽇において
お客さまが当⾏に未成年者⼝座を開設している場合（出国
等により、居住者または恒久的施設を有する⾮居住者のいず
れにも該当しないこととなっている場合を除きます。）には、当
該未成年者⼝座が開設されている当⾏の営業所において、同
⽇に租税特別措置法第37 条の14 第５項第１号に規定す
る⾮課税⼝座が開設されます。
２ 前項の場合には、お客さまがその年１⽉１⽇において18
歳である年の同⽇において、当⾏に対して⾮課税⼝座開設届
出書（租税特別措置法第37条の14第５項第１号に規定
する⾮課税⼝座開設届出書をいいます。）が提出されたもの
とみなし、かつ、同⽇において当⾏とお客さまとの間で⾮課税上
場株式等管理契約（同項第２号に規定する⾮課税上場株
式等管理契約をいいます。）が締結されたものとみなします。
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